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〔ダンプ労働者・建設労働者等の労働条件改善にむけて〕   

   

   

 

   

 

  

        

 

  

 

  

  

 

   

  

   

      

 

  

 

 

    

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八
面
六
臂
（
は
ち
め
ん
ろ
っ
ぴ
） 

 
R

e
a
d
e
r

（
読
む
人
）
ス
ガ
は
、
日
本
の

L
e
a
d
e
r

（
指
導
者
）
？
▼
菅
首
相
の
オ
ハ
コ

「
答
え
を
差
し
控
え
る
」
が
連
発
さ
れ
た
臨

時
国
会
。
席
の
後
ろ
に
控
え
る
秘
書
官
や
官

僚
が
差
し
出
す
メ
モ
の
棒
読
み
は
、
私
た
ち

の
心
に
響
い
て
こ
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
で
各
国

の
（L

e
a
d
e
r

）
リ
ー
ダ
ー
が
自
分
の
言
葉
で

真
摯
に
訴
え
る
姿
と
は
全
然
ち
が
う
。
▼
か

つ
て
元
首
相
が
未
曽
有
（
み
ぞ
う
）
を
み
ぞ

ゆ
う
、
云
々
（
う
ん
ぬ
ん
）
を
で
ん
で
ん
と

読
ん
だ
の
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
薄
っ
ぺ
ら
さ

だ
。
▼
三
十
年
ほ
ど
昔
、
二
男
が
保
育
所
時

代
に
看
護
師
さ
ん
か
ら
「
血
圧
を
計
る
よ
」

と
言
わ
れ
、
お
尻
を
ペ
ロ
ッ
と
出
し
、
居
合

わ
せ
た
一
同
が
大
爆
笑…

の
ほ
ほ
え
ま
し
い

出
来
事
と
は
わ
け
が
違
う
。
▼
日
本
の

R
e
a
d
e
r

（
リ
ー
ダ
ー
）
は
、
不
都
合
な
こ
と

は
答
え
を
拒
否
し
、
他
人
の
作
っ
た
文
章
を

平
気
で
読
み
間
違
え
る
。
少
な
く
と
も
二
十

世
紀
の
（L

e
a
d
e
r

）
リ
ー
ダ
ー
は
立
場
が
違

っ
て
も
、
自
分
の
言
葉
で
語
っ
て
い
た
。
▼

「G
o
 T

o

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
「
強
盗
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
、「
俯
瞰
的
」
が
「
不
感
的
」
、「
幸

せ
」
が
「
し
わ
寄
せ
」
に
聞
こ
え
る
の
は
、

私
の
耳
が
訛
（
な
ま
）
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ

う
か
。
▼
日
本
の
首
相
は
国
会
の
多
数
派
の

中
か
ら
選
ば
れ
る
。
多
数
派
を
ど
こ
に
す
る

か
は
、
主
権
者
の
国
民
に
委
（
ゆ
だ
）
ね
ら

れ
て
い
る
。
来
年
秋
ま
で
に
は
、
衆
議
院
議

員
の
選
挙
が
行
わ
れ
る
。
野
党
共
闘
の
新
し

い
政
権
を
つ
く
ろ
う
。 

 
 

 
 

 

（
喜
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★1月 10日（日）に予定していた県本部委員会・春闘討論

集会はコロナ禍の第 3 波がきており、期日を定めず延期し

ます。 

当面の予定 

●12月 12日（土）10時～12時 県労連組織拡大総がかり行動調整会議 

         15時 30分～17時 県労連・労働問題市民講座 

（鹿角市・コモッセ研修室）     

●12月 13日（日）13時 30分～17時 建交労東北地協総会（仙台市） 

●12月 19日（土）9時 30分～12時 30分 県労連幹事会 

10時～17時 県労連コロナなんでも電話相談会 

         13時 30分～ 19の日行動集会デモ（アゴラ広場） 

● 1月 9日（土）13時～15時 20分 県労連評議員会（秋田市） 

         15時 30分～16時 県春闘懇総会（秋田市） 

●1月 23日（土） 9時 30分～12時 30分 県労連幹事会 

●1月 30日（土）13時 30分～31日（日）12時 建交労中央委員会（群馬県） 

●1月 31日（日）13時～17時 30分 全国ダンプ部会総会（群馬県） 

●2月 20日（土） 9時 30分～12時 30分 県労連幹事会 

         13時～ 第 56回秋田県多喜二祭 秋田市文化会館小ホール 

●4月 18日（日）10時～ トラックダンプデモ（秋田市向浜） 

 
年末年始（12月 29日～1月 4日）は、事務所は休みます。 

秋田ダンプ支部が定期大会開催 
 11月 15日、秋田市で秋田ダンプ支部が定期大会を開催しまし

た。提案された議案を満場一致で採択し、役員として次の三役（副

委員長は空席、敬称略）らを選出しました。 

委員長・高橋正彦、書記長・田中喜三男（いずれも再任） 

インボイス制度…取引から排除される！？ 

 また大会前に一人親方で売上が年間 1000万円に届いていない

消費税の免税業者にとって、深いかかわりのあるインボイス制度

について学習会をおこないました。税率引き上げのウラに隠れて

いますが、大変な問題です。ポイントをまとめました。 

 

■一人親方である大半の組合員は消費税免税業者（1,000万円の

年間売上にとどかない）です。昨年 10月、消費税率が 10％に引

き上げられ、あわせて 2023年 10月 1日にはインボイス制度（適

格請求書等保存方式）が導入されます。現在の予定では、免税業

者が課税業者となる登録申請の期限は 2023年 3月 31日です。

一人親方を使う業者はこれまで取引相手が、免税業者であろうと

なかろうと取引をしてきましたが、インボイス制度ができると消

費税納税の点から、免税業者（消費税を納めていない人）を使わ

なくなる可能性が高くなります。 

■インボイスとは適格請求書発行事業者の氏名や名称、登録番

号、取引の内容、適用税率、消費税額などが記載された請求書や

納品書、領収書などの書類のことです。商品ごとに税率と税額の

ほか、事業者ごとに割り振る登録番号を明記する必要がありま

す。一人親方や中小業者にとって煩雑（はんざつ）な作業となり

ます。いつわりの交付に対しては罰則が設けられます。 

インボイスが発行できるのは、税務署からの登録を受けた事業者

で、免税業者は登録することができません。インボイスの保存が

仕入税額控除の要件となっており、免税業者からの仕入れは仕入

税額控除ができなくなるので、全国約 800万事業者のうち約 500

万事業者とされる免税業者が取引から排除される可能性があり

ます。仕事を続けるには、年間の売上 1千万円未満であっても課

税業者になる必要が出てきました。 

12月 19日（土）10時～17時 

フリーダイヤル 

0120-378-060 
労働組合や業者団体の役員、弁護士な

どが相談にあたります。今年 5回目の実

施です。コロナ問題で困っている人がい

たら、このことを紹介してください。 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

   

  

   

  

 

  

 

 

   

  

 

 

 

  

   

  

  

 【前回の答え】 街歩き（マチアルキ） 

 応募者 2名、正解者 2名でした。 

 個人加盟の笹耕市さん（73歳）に 1,000円の図書カードを送

ります。答えをハガキかファックス、メールで送ってください。

正解者の中から 1 名の方に 1,000 円の図書カードを贈ります。

その際、住所・氏名・年齢（さしつかえなければ）・支部・分会

名を忘れずに書いてください。初めての方の投稿大歓迎です！ 

応募のしめ切り⇒12月 25日の消印まで有効。発表は次号で。 

ヒント→〇〇〇〇ジ…年末恒例行事 

余白に意見や組合への要望などを必ず書き添えてください。 

とく名、ペンネーム可。 

仲間の皆さん、ふるって応募を！ 
 

《あて先》〒010-0976 秋田市八橋南 1丁目 2番 29号 

               Fax. 018-823-7751     

建交労秋田県本部「なかま」クイズ係 

 

NO.533 
 

カギを解き、二重枠に入る文字

を並べてできる言葉は何ですか。 

【タテのカギ】①自分の息子の謙

称、愚息 ②父や母の姉妹 ③多

すぎて余る  ④我が師の―― 

⑥――投合した ⑧――猫を噛

む  ⑪液体から気体への変化 

⑬牛乳 ⑭エッフェル―― ⑮

――の上にも三年 

【ヨコのカギ】①三重奏、三人組 ③――に泥を塗る ⑤すすやホ

コリ ⑦ちょっと出ていますが――に帰ってきます ⑨文明の発

展に―― ⑩――合戦、――だるま ⑫山の幸と――の幸 ⑭倒れ

こわれること ⑯――八百 ⑰流し台 

 

2020年12月7日 

日

４
年
に
一
度
の
祭
り
じ
ゃ
な
い
け
ど
、

日
本
人
か
ら
見
た
ら
、
お
祭
り
騒
ぎ
の
様

に
見
え
る
大
統
領
選
挙
で
し
た
。
未
だ
敗

北
宣
言
な
し
の
現
大
統
領
で
す
が
、
最
後

が
少
し
格
好
悪
す
ぎ
ま
せ
ん
か
？
ト
ラ
ン

プ
様
！ 

ダ
ン
プ
支
部
千
秋
分
会 

 
 

 
 

 
 

佐
藤
正
樹 

５
８
歳 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

送
っ
て
く
れ
る
機
関
紙
は
欠
か
さ
ず

見
て
い
ま
す
。
福
岡
の
原
田
さ
ん
に
は
い

つ
も
励
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
遠
く
に
は
出

か
け
ら
れ
な
い
体
に
な
り
ま
し
た
が
、
気

持
ち
だ
け
は
い
つ
も
建
交
労
と
一
緒
で

す
。
原
田
さ
ん
も
元
気
に
頑
張
っ
て
下
さ

い
。
菅
総
理
誕
生
の
影
響
は
大
き
く
、
私

も
週
２
回
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
に
通
っ
て
い

る
の
で
、
い
ま
だ
生
家
を
訪
れ
る
車
を

時
々
み
か
け
ま
す
。
総
理
誕
生
と
同
時

に
、
生
家
の
前
で
の
花
火
が
あ
り
ま
し
た

が
、
元
議
員
と
い
う
事
で
私
に
も
寄
付
を

求
め
て
き
ま
し
た
。
パ
レ
ー
ド
と
花
火
は

盛
大
に
行
わ
れ
た
様
子
で
す
。
お
つ
き
あ

い
は
し
ま
す
が
、
だ
め
な
も
の
は
だ
め
で

す
。
日
本
学
術
会
議
の
任
命
問
題
で
は
、

共
産
党
の
志
位
さ
ん
と
小
池
さ
ん
の
追

及
に
、
メ
モ
を
棒
読
み
す
る
状
態
で
答
弁

に
も
つ
ま
り
ま
し
た
。
見
る
人
は
ち
ゃ
ん

と
見
て
い
ま
す
。 

恐
れ
ず
、
野
党
共
闘
、
勝
利
の
た
め
に

頑
張
り
ま
し
ょ
う
。 

農
林
支
部
・
沼
倉
昭
二 

８
６
歳 

 

 

 

１
１
月
下
旬
。
多
く
の
人
た
ち
が
予

想
し
、
危
惧
し
て
い
た
が
コ
ロ
ナ
が
暴
れ

出
し
た
。
政
府
の
コ
メ
ン
ト
は
、
国
民

個
々
の
予
防
、
注
意
喚
起
だ
っ
た
。「
注
意

し
た
で
し
ょ
！
」
と
感
染
し
た
の
は
自
己

責
任
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
。
や
っ
ぱ
り
自

助
が
最
初
で
、
公
助
は
最
後
な
ん
だ
な
。 

 

経
済
を
回
す
の
は
大
事
だ
と
私
も
思

う
け
れ
ど
、
そ
れ
に
よ
っ
て
感
染
が
拡
大

す
る
と
、
医
療
が
崩
壊
し
経
済
は
致
命
的

な
打
撃
を
受
け
る
の
で
は
な
い
か
と
心

配
だ
。
コ
ロ
ナ
対
策
を
個
人
に
丸
投
げ
せ

ず
、
政
府
と
し
て
ど
う
す
る
の
か
？
知
恵

を
絞
り
実
行
す
る
。
そ
の
た
め
に
選
挙
で

選
ば
れ
た
人
た
ち
が
い
る
は
ず
な
の
だ

が
、…

こ
の
ま
ま
、
大
局
的
俯
瞰
的
に
注

視
を
続
け
る
つ
も
り
な
の
か
な
ぁ…

。 

 

と
も
か
く
当
分
の
間
、
ぶ
ら
り
と
街
歩

き
は
で
き
そ
う
も
な
い
。 

由
利
本
荘
市
・
個
人
加
盟 

 

笹 

耕
市 

７
３
歳 

 学術会議の任命拒否 

学問の自由侵害する政治介入 抗議の声ひろがる 
 菅義偉首相は国会で日本学術会議による会員人選を「閉鎖的で既得権益のよう」と言う一方で、推薦された 6 人の任命を拒否

した理由は語らず、支離滅裂な答弁に終始。任命拒否は学問の自由を侵害する違憲・違法な政治介入だとして、抗議の声が広がっ

ている。 

支離滅裂な首相答弁 
 日本学術会議への人事について、菅首相は「多様性」を問題にして「旧帝国大学の 7大学所属会員が 45％」で比重が多いとし

た（10月 30日、参院本会議）。名簿を見ていないと言ったのはウソだったのか。任命拒否された 6人のうち 3人は私立大学の研

究者だ。また、6人のうち 50代前半、女性、その大学から 1人だけという人も含まれている。 

 一方、任命拒否した具体的理由を聞かれても、個別人事のことは差し控えると繰り返すのみである。「多様性」など、法律にな

い基準を持ち出すこと自体、問題である。日本学術会議法は、会員推薦の基準を「優れた研究又は業績がある科学者」（17条）と

定め、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と明記。首相の任命が「形式的なもの」というのは 1983年の中

曽根康弘元首相の国会答弁などで確定された政府解釈だ。また、04 年の学術会議法改定時に、総務省が内閣法制局に提出した法

案審査資料には、学術会議から推薦された会員の任命を首相が拒否することは「想定されていない」と記されていたことも明らか

になった。 

670学会が声明 
 菅首相は「バランス」や「民間」など自分勝手な基準を持ち込み、法律を無視して学術会議の人事に手を突っ込んでいる。 

 これは学術会議だけの問題ではなく、学問の自由や表現の自由へ侵害、民主主義の危機だとして幅広い団体や個人が抗議の声を

あげ、任命拒否撤回を求めている。10月の１ヵ月間で、学会・大学人による 670の声明に加え、自然保護、文化、宗教、福祉、

労働組合など 130を超える団体が声明を発表し抗議している（11・1「しんぶん赤旗」より）。 

学問弾圧の戦前の反省に立ち誕生 
 忘れてはならないのは、学術会議が戦前の反省に立って誕生したことである。軍部が台頭した 1930年代、政府は学問弾圧の末

に、研究者らを毒ガスや生物兵器の開発、人体実験、殺人光線や原爆の研究など非人道的な研究に向かわせた。 

 学術会議は 2017年 3月「軍事的安全保障研究に関する声明」を発表し、従来の「軍事目的のための科学研究を行わない声明」

を継承すると明言。「学術研究がとりわけ政治権力によって制約されたり動員されたりすることがあるという歴史的な経験をふま

えて、研究の自主性・自律性、そして特に研究成果の公開性が担保されなければならない」としたうえで、15 年度に始まった政

府の「安全保障技術研究推進制度」について、次のように指摘している。 

「…将来の装備開発につなげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ、外部の 

専門家でなく同庁内部の職員が研究中の進捗管理を行うなど、政府による研究への介入 

が著しく、問題が多い。学術の健全な発展という見地から、むしろ必要なのは、科学者 

の研究の自主性・自律性、研究成果の公開性が尊重される民生分野の研究資金の一層の 

充実である」 

 

 

 

 

 


